
障精発 0302 第２号 

令 和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 

 

都道府県  

各      障害保健福祉主管部（局）長 殿 

  指定都市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

精神・障害保健課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「医療保護入院における家族等の同意に関する運用について」の一部改正につ

いて 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改

正する法律（令和４年法律第 104号）において、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和 25年法律第 123号）が一部改正されたことに伴い、「医療保護

入院における家族等の同意に関する運用について」（平成 26年１月 24日障精発

0124 第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知）

別添様式「同意書」を別添のとおり一部改正し、令和５年４月１日から適用する

こととしたので、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、適

切に対応方御配慮いただきますようお願いいたします。 



○医療保護入院における家族等の同意に関する運用について（平成 26年１月 24日障精発 0124第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障

害保健課長通知） 

（傍線部分は改正部分） 

新 旧 

障精発 0124 第１号 

平成 26 年１月 24 日 

一部改正 障精発 1206 第１号 

令和元年 12 月６日 

一部改正 障精発 0302 第２号 

令和５年３月２日 

 

都道府県知事 

各         殿 

 指定都市市長  

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

精神・障害保健課長  

 

医療保護入院における家族等の同意に関する運用について 

 

（略） 

 

様 式 

同意書 

障精発 0124 第１号 

平成 26 年１月 24 日 

一部改正 障精発 1206 第１号 

令和元年 12 月６日 

 

 

 

都道府県知事 

各         殿 

 指定都市市長  

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

精神・障害保健課長  

 

医療保護入院における家族等の同意に関する運用について 

 

（略） 

 

様 式 

同意書 



１. （略） 

２. 医療保護入院の同意者の申告事項 

 （略） 

なお、以下のいずれにも該当しないことを申し添えます。 

①本人と訴訟をした者、本人と訴訟をした者の配偶者又は直系血

族、②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人、③患

者に対する虐待等（配偶者暴力、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐

待）を行っている者、④精神の機能の障害により同意又は不同意の

意思表示を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を

適切に行うことができない者、⑤未成年者  

 （略） 

１. （略） 

２. 医療保護入院の同意者の申告事項 

 （略） 

  なお、以下のいずれにも該当しないことを申し添えます。 

①本人と訴訟をした者、本人と訴訟をした者の配偶者又は直系血

族、②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人、③精

神の機能の障害により同意又は不同意の意思表示を適切に行うに当

たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない

者、④未成年者 

 

 （略） 

 


